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た ん て つ と
（一社）　山形県経営者協会

お お た ひ ろ あ き
山形県商工会連合会

す ず き あ い こ
スズキハイテック（株）

た ん て つ と
（一社）　山形県経営者協会

丹 哲 人 専務理事 太 田 宏 明 専務理事 鈴 木 合 子 常務取締役 丹 哲 人 専務理事

ほ し な ゆ き お
（株）小森マシナリー

やま もと かずはる
富士電子(株)

は ら だ ま さ と
（株）ハッピージャパン

と う か い り ん ま こ と
（株）東八

保 科 幸 夫 元常勤監査役 山 本 和 春 代表取締役社長 原 田 雅 人 取締役総務企画部長 東海林 誠 代表取締役

（「◎」は部会長　「○」は部会長代理　「＊」は山形地方最低賃金審議会委員）

◎

区
分

公
益
代
表

◎

◎

令和２年度　特定（産業別）最低賃金専門部会委員名簿

氏　　名 氏　　名

ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置等製造業

＊

＊

＊

＊＊

＊ ＊

労
働
者
代
表

使
用
者
代
表

自動車整備業

氏　　名氏　　名

◎

自動車・同附属品製造業

○

○

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等製造業

○

○

＊

令和２年９月14日

任
命
日

令和２年９月14日令和２年９月14日令和２年９月14日

＊

資料№１ 4



資料№２

開始時刻 特定最賃名（一部略称） 回数 開催場所

9月24日 （木） １３：３０～ 合同専門部会 合同 山形労働局　大会議室

9月25日 （金） １３：３０～
ポンプ・圧縮機器、一般産業用
機械・装置等製造業

第２回 山形労働局　大会議室

9月28日 （月） １０：００～ 自動車整備業 第２回 山形労働局　大会議室

10月2日 （金） １５：００～ 自動車・同附属品製造業 第２回 山形労働局　小会議室

10月7日 （水） １０：００～ 自動車整備業 第３回 山形労働局　小会議室

10月8日 （木） １３：３０～
電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具等製造業

第２回 山形労働局　小会議室

10月12日 （月） １３：３０～
ポンプ・圧縮機器、一般産業用
機械・装置等製造業

第３回 山形労働局　小会議室

10月13日 （火） １５：００～ 自動車・同附属品製造業 第３回 山形労働局　小会議室

10月19日 （月） １３：３０～
電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具等製造業

第３回 山形労働局　大会議室

10月20日 （火） １０：００～ 自動車整備業 予備 山形労働局　大会議室

10月21日 （水） １０：００～
ポンプ・圧縮機器、一般産業用
機械・装置等製造業

予備 山形労働局　大会議室

１０：００～
電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具等製造業

予備 山形労働局　大会議室

１５：００～ 自動車・同附属品製造業 予備 山形労働局　大会議室

10月26日 （月） １０：００～ 第５回本審　（特定最賃答申） 山形労働局　大会議室

山形地方最低賃金審議会日程

令和２年度　特定最低賃金専門部会日程表　

開催日

10月22日 （木）
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資料№３

現行時間額 【母集団 4,676人】

改正時間額 引上げ額 引上げ率 影響率 影響者数

843円 0円 0.00% 12.62% 590人

844円 1円 0.12% 12.79% 598人

845円 2円 0.24% 12.79% 598人

846円 3円 0.36% 13.15% 615人

847円 4円 0.47% 13.15% 615人

848円 5円 0.59% 13.56% 634人

849円 6円 0.71% 13.90% 650人

850円 7円 0.83% 14.07% 658人

851円 8円 0.95% 16.51% 772人

852円 9円 1.07% 16.72% 782人

853円 10円 1.19% 17.92% 838人

854円 11円 1.30% 18.03% 843人

855円 12円 1.42% 18.16% 849人

856円 13円 1.54% 18.22% 852人

857円 14円 1.66% 18.39% 860人

858円 15円 1.78% 18.54% 867人

859円 16円 1.90% 18.80% 879人

860円 17円 2.02% 18.91% 884人

861円 18円 2.14% 19.87% 929人

862円 19円 2.25% 20.23% 946人

863円 20円 2.37% 20.36% 952人

864円 21円 2.49% 20.42% 955人

865円 22円 2.61% 20.42% 955人

866円 23円 2.73% 20.66% 966人

867円 24円 2.85% 21.15% 989人

868円 25円 2.97% 21.30% 996人

869円 26円 3.08% 21.41% 1001人

870円 27円 3.20% 21.41% 1001人

871円 28円 3.32% 21.56% 1008人

872円 29円 3.44% 21.56% 1008人

873円 30円 3.56% 21.98% 1028人

874円 31円 3.68% 22.03% 1030人

875円 32円 3.80% 22.09% 1033人

876円 33円 3.91% 22.13% 1035人

877円 34円 4.03% 22.13% 1035人

878円 35円 4.15% 22.13% 1035人

879円 36円 4.27% 22.13% 1035人

880円 37円 4.39% 22.31% 1043人

881円 38円 4.51% 22.54% 1054人

882円 39円 4.63% 22.54% 1054人

883円 40円 4.74% 22.58% 1056人

884円 41円 4.86% 22.58% 1056人

885円 42円 4.98% 22.58% 1056人

886円 43円 5.10% 22.75% 1064人

887円 44円 5.22% 23.25% 1087人

888円 45円 5.34% 23.67% 1107人

889円 46円 5.46% 23.80% 1113人

890円 47円 5.58% 23.80% 1113人

891円 48円 5.69% 23.80% 1113人

892円 49円 5.81% 23.91% 1118人

893円 50円 5.93% 24.02% 1123人

令和２年度 特定最賃の引上げ率及び影響率一覧表

【電気機械器具製造業】

843
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改定前額 改定額（決定額） 前回改定額との比較 地賃額比

時間額 時間額 時間額 割合

北海道 食 品 R1.12.6 10/7 有 10/7 892 893 ＋1 103.7% 法定発効

北海道 鉄 鋼 R1.12.1 9/30 有 9/30 967 967 ±0 112.3% 指定日発効

北海道 電 気 機 械 R1.12.1 9/30 有 9/30 894 895 ＋1 103.9% 指定日発効

北海道 輸 送 機 械 R1.12.1 10/2 有 10/2 887 889 ＋2 103.3% 法定発効

青森 鉄 鋼 R1.12.21 9/28 無 9/28 900 903 ＋3 113.9%

青森 電 気 機 械 R1.12.21 10/5 無 10/5 829 833 ＋4 105.0%

青森 各 種 商 品 小 売 R1.12.21 9/30 無 9/30 821 825 ＋4 104.0%

青森 自 動 車 小 売 R1.12.21 9/29 無 9/29 861 864 ＋3 109.0%

秋田 電 気 機 械 R1.12.25 10/7 有 10/7 833 836 ＋3 105.6% 指定日発効

埼玉 非 鉄 金 属 R1.12.1 9/28 無 10/1 944 948 ＋4 102.2% 指定日発効

埼玉 電 子 部 品 R1.12.1 9/15 無 10/1 951 954 ＋3 102.8% 指定日発効

埼玉 輸 送 機 械 R1.12.1 9/15 無 10/1 961 966 ＋5 104.1% 指定日発効

埼玉 光 学 機 械 器 具 R1.12.1 9/24 無 10/1 959 963 ＋4 103.8% 指定日発効

埼玉 自 動 車 小 売 R1.12.1 9/29 無 10/1 957 962 ＋5 103.7% 指定日発効

千葉 鉄 鋼 R1.12.25 9/28 有 9/28 993 995 ＋2 107.6% 指定日発効

千葉 電 気 機 械 R1.12.25 9/25 有 9/25 951 954 ＋3 103.1% 指定日発効

長野 精 密 機 械 ・ 電 気 機 械 R1.11.27 10/5 有 10/5 892 894 ＋2 105.3% 法定発効

大阪 塗 料 R1.12.1 9/30 有 9/30 970 971 ＋1 100.7% 指定日発効

大阪 鉄 鋼 R1.12.1 9/29 有 9/29 966 968 ＋2 100.4% 指定日発効

大阪 一 般 機 械 ・ 輸 送 機 械 R1.12.1 9/28 有 9/28 967 968 ＋1 100.4% 指定日発効

大阪 電 気 機 械 R1.12.1 9/30 有 9/30 965 966 ＋1 100.2% 指定日発効

大阪 輸 送 機 械 ( 自 ) R1.12.1 9/25 有 9/25 969 970 ＋1 100.6% 指定日発効

兵庫 塗 料 R1.12.1 10/1 有 10/1 970 973 ＋3 108.1% 指定日発効

兵庫 鉄 鋼 R1.12.1 9/28 有 9/28 963 964 ＋1 107.1% 指定日発効

兵庫 一 般 機 械 R1.12.1 10/7 有 10/7 942 944 ＋2 104.9% 法定発効

兵庫 精 密 機 械 R1.12.1 9/29 有 9/29 901 903 ＋2 100.3% 指定日発効

兵庫 電 気 機 械 R1.12.1 9/25 有 9/25 900 902 ＋2 100.2% 指定日発効

兵庫 輸 送 機 械 R1.12.1 9/28 有 9/28 975 978 ＋3 108.7% 指定日発効

島根 鉄 鋼 R1.11.29 9/15 有 9/15 914 922 ＋8 116.4% 法定発効

島根 一 般 機 械 R1.12.1 9/29 有 9/29 894 898 ＋4 113.4% 法定発効

島根 電 気 機 械 R1.11.28 9/23 有 9/23 822 825 ＋3 104.2% 法定発効

島根 輸 送 機 械 R1.11.29 10/6 有 10/6 879 887 ＋8 112.0% 法定発効

島根 自 動 車 （ 新 車 ） 小 売 R1.12.1 10/1 有 10/1 865 872 ＋7 110.1% 法定発効

山口 鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 R1.12.15 10/6 有 10/6 966 967 ＋1 116.6%

山口 輸 送 機 械 R1.12.15 10/6 有 10/6 936 937 ＋1 113.0%

徳島 木 材 R1.12.21 10/5 有 10/5 873 875 ＋2 109.9% 指定日発効

香川 一 般 機 械 R1.12.15 10/6 有 10/6 940 943 ＋3 115.0% 指定日発効

香川 電 気 機 械 R1.12.15 10/5 有 10/5 883 886 ＋3 108.0% 指定日発効

福岡 鉄 鋼 R1.12.10 10/7 有 10/7 975 976 ＋1 115.9%

福岡 電 気 機 械 R1.12.10 10/6 有 10/6 926 927 ＋1 110.1%

福岡 自 動 車 ( 新 車 ） 小 売 R1.12.10 10/2 有 10/2 940 941 ＋1 111.8%

佐賀 陶 磁 器 R1.12.7 10/2 有 10/2 791 793 ＋2 100.1% 法定発効

熊本 百 貨 店 R1.12.15 10/2 有 10/2 792 796 ＋4 100.4% 指定日発行

備考

全国の特定産業別最低賃金改定決定状況（R2.10.8現在）

都道府県 業種
直近の
改定
年月日

部会
結審
年月日

6条⑤項
適用

結審
(予定)
年月日
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山形県特定最賃審議会

『電子部品、デバイス・電子回路 。電機

機械器具・情報通信機械器具製造業』

最低賃金専門部会 委員各位

2020年 10月 8日

同最低賃金専門部会 労働者代表委員

電機連合山形地域協議会

朝倉 義幸

2020年度 特定 (産別)最低賃金改正審議における基本的考え方について

1.は じめに

現在、新型コロナウィルス感染症の発生により日本経済および世界経済、それらを支える様々な産業の

企業において大小異なるものの経営への影響および事業継続への環境変化が出ていることは承知している。

しかしながら、日本経済および各産業の発展を支えてきたのは労働者であつたことを決して忘れてはな

らない。その中でも我々電機産業に携わる企業および労働者が中心的な役割を担ってきたと考える。

この難局を乗 り越え、日本の産業発展に寄与してきた電機産業が、今後もその先陣を走 り続け、誰もが

働き甲斐があり魅力のある産業であると思えるようになるためにも、特定最低賃金の取 り組みは着実に前

に進めていく必要があると考える。

また、新型コロナウィルス感染症の影響により、地域別最低賃金において近年にない目安が提示された

が、山形県においては 3円 の引き上げがなされ、2020春闘においても賃金体系維持に加え水準改善を行つ

た企業は多数ある。以上を踏まえ、次に示す基本的考え方のもと協議をお願いしたい。

2.近年の最低賃金の引き上げに関す る基本的認識

ここ数年における地域別最低賃金 (地賃)の引き上げは、「全ての所得層での賃金上昇と企業収益向上の

好循環J「雇用者全体の賃金底上げ」を促すための施策である。経済の好循環、経済の持続的な成長、そし

て我が国の経済力に見合った生活水準の実現という観点からも、賃上げの流れを止めるべきではない。わ

が国では長期的な労働配分率の低下傾向に表れているように働 く者に対する成果配分が不十分となつてお

り、そのため個人消費が力強さを欠くところとなっている。加えてわが国製造業の人件費水準が主要先進

国中で最低であることなどからすれば、経済の好循環、経済の持続的な成長、そして我が国の経済力に見

合った生活水準の実現という観点からも、賃金上昇、賃金底上げは不可欠となつている。

また、内閣府において、令和 2年 7月 17日 閣議決定された『経済財政運営と改革の基本方針 2020』 の

中で、「新たな日常Jを支える包摂的な社会の実現として、経済の好循環継続の鍵となる賃上げに向け、日

本経済全体の生産性の底上げや、取引関係の適正化など、賃上げしやすい環境整備に不断に取 り組みつつ、

最低賃金については、より早期に全国加重平均 1000円 になることを目指すとの方針を堅持する。 として

います。

8



10/8労働者側委員提出資料



3. 特定最低賃金の重要性

2012年 度から2019年 度にかけての地賃引き上げ率 (全国加重平均)20.3%に 対し、電機含む金属

産業に適用される特定最賃は 14.3%の 引き上げ(単純平均)に止まっている。「全ての所得層での賃金上昇

と企業収益向上の好循環」「雇用者全体の賃金底上げ」を実現するために不可欠な手段のひとつとして、継

続的な引き上げを行つていかなければならない。

以上を踏まえ、日本では、経済活動が制限されている中でも、賃上げは着実に行われていることを考慮す

べきであり (※ 1参照)生産年齢人口の長期的な減少方向の中で、わが国の基幹産業たる金属産業が、賃金

の下押し圧力によって人財獲得競争で後れを取ることになってはならないと考える。

※1 4ページ別紙参照 。・ … 第 4表 一般労働者及びパー トタイム労働者のDラ ンク県の賃金上昇率で

は、男女計製造業で 1.6%と なっている

山形県 特定 (産業別)最低賃金の推移 と “電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業"と 他産業の最低賃金比較 について

山形県における特性最低賃金は、「一般産業用機械Jや 「自動車・同付属品製造業」、「自動車整備業」など

他の金属産業の最低賃金と比較 して下表のとおり相対的に低い実態にあり、更に山形県最低賃金との格差

は縮まる一方である。そのような状況下、優秀な人材確保の観点からより格差改善が求められる。

()内は前年度からの改定額

2011 20¬ 2 2013 2014 20¬ 5 20¬ 6 2017 20¬ 8 2019 2020

山形県

取 員

647

(+2)

654

(+7)

665

(十 ¬1)

680

(+¬ 5)

696

(十 ¬6)

7¬ 7

(+2¬ )

739

(+22)

763

(+24)

790

(+27)

793

(+3)

電気機械器

具製造

726

(+3)

731

(+5)

740

(+9)

753

(+13)

767

(+14)

782

(+15)

800

(+18)

821

(+21)

843

(+22)

一般産業用

機械・装置

739

(+3)

745

(+6)

754

(+9)

768

(+¬ 4)

783

(+15)

798

(十 ¬5)

816

(+η 8)

837

(+2η )

859

(+22)

自動車・同付

属品製造業

74¬

(+3)

747

(+6)

756

(+9)

769

(十 ¬3)

782

(+13)

797

(十 ¬5)

8¬ 5

(十¬8)

836

(+2¬ )

858

(+22)

自動車

整備業

743

(+3)

749

(+6)

758

(+9)

772

(+¬ 4)

786

(+14)

80¬

(+¬ 5)

8¬ 9

(+18)

840

(+21)

862

(+22)

電気機械器具製造の産業別最低賃金は他産別に比べ、最も低い水準である

また、2020年 9月 15日 発表の山形県経済動向月例報告によると、「本県経済は、一部に持ち直しの兆しが

みられるものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然、厳しい状況にある。同様に、鉱工業生産

についても、「一部に持ち直しの動きみられるもの、感染症の影響により依然、低い水準にある。雇用情勢

は、感染症の影響により弱い動きが続いている」としています。

このような状況の中で、労組側も現下の状勢を認識するものの、電機産業は大手企業から中小・零細企業

まで裾野の広い産業構造となっているため、事業の公正競争確保をはかるうえで、適正水準への改善が不可

欠である。
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6。 金額提示 について

以上のような状況の中で、以下の考え方をベースに、要求金額を提示する。

◆県内における鉱工業の動向資料 (業種別生産指数)に よると、前年同期 (7月 )比で 16～32ポイン

トほど低下しているものの、ボ トムの 5月 に比べ、持ち直し傾向にあると考察できる。

※2 5ページ別紙参照

◆以上のようなコロナ禍における経営状況を踏まえると、昨年の要求額の考え方 (連合 リビングウェ

ッジ/高卒初任給より)⇒ 妥結額キ22円 という数字には至らないと考える。

◆ただし、厳 しい経営状況のなか、職場で懸命に努力している電機産業労働者を忘れてはならない。

経営側が賃金改善する意思を示し、経営者・労働者共に一体となつてコロナ禍を乗 り切ることへの

メッセージとすべきと考える。

◆以上により、前述の※1 4ページのとお り、第 4表 一般労働者及びパー トタイム労働者のDラ ン

ク県の賃金上昇率では、男女計製造業で 1.6%と なつていることから、

昨年金額 843円 ×1.6% ≒ 13円  としたい。

要求額 【856円 (+13)】

以 上

ヽ
し

3
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